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フィナンシャルプランニングはもとより、個人の生活・企業の経
営におけるあらゆる場面でのリスクに対してコンサルティングを
行い、アドバイスを提供する仕事。リスクマネジメントの専門家。

シニアリスクコンサルタントとは、NPO法人日
本RM＆C協会により認定される資格である。シ
ニアリスクコンサルタントは同協会の登録商標
である。商標を使用するにあたっては、同協会
にシニア会員として入会しなければならない。

本　名　　稔
シニアリスクコンサルタント
（NPO法人日本RM＆C協会No.22133)

○R
こんにちは、ドクターほんなです。 
随分暑くなってきましたが、夏バテなどされていま
せんか？  保険は“経済的な保障”が目的ですか
ら、どうしても“税金”との関連も強くなります。  
保障内容もさることながら、“税金”も確認してみ
ませんか？  

★ “

受
取
る
と
き
”を
考
え
て…

 
 

保
障
内
容
を
慎
重
に
検
討
さ
れ
て
い
る

方
で
も
、
「
契
約
者
」
と
「
受
取
人
」
の

関
係
を
見
落
と
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

　
保
険
料
を“

払
う
と
き
”に
つ
い
て
の
生

命
保
険
・
個
人
年
金
保
険
料
控
除
は
ご
存

じ
で
も“

受
取
る
と
き
”も
念
の
た
め
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　
ち
な
み
に
、
「
ガ
ン
保
険
」
や
「
入
院

保
険
」
で
受
取
ら
れ
た
『
給
付
金
』
に
つ

い
て
は
【
非
課
税
】
で
す
の
で
問
題
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
死
亡
時
や
満
期
時
の『
保
険

金
』
は
、
念
の
た
め
確
認
し
て
お
か
れ
た

方
が
宜
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

　
「
契
約
者
」
と
「
被
保
険
者
」
「
受
取

人
」
の
関
係
で
違
い
が
生
じ
ま
す
。

　
保
障
と
し
て
の
機
能
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、“

受
取
る
と
き
”を
間
違
っ
て
し
ま
う

と
思
わ
ぬ
【
税
金
】
が
か
か
る
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。            

★
「
の
こ
す
」「
も
ど
る
」「
あ
げ
る
」

　
『
保
険
金
』
の
場
合
、“

受
取
る
と
き
”

に
、
「
の
こ
す
」
な
の
か
「
も
ど
る
」
な

の
か
、
「
あ
げ
る
」
モ
ノ
か
に
よ
っ
て

「保険倶楽部」は、取扱保険について
安心してプロに相談できる窓口です。
[出張保険倶楽部]も受付中！！

“無料相談”だからといって、無理に
おすすめするわけではありません。
●お子様づれでも結構です。ご家族でも、
　お一人でもご相談ください。
●あらかじめ日時を”予約”いただくことで、
　ゆっくりとお話をおうかがいいたします。
●ご加入の保険会社に関わらず
　ご相談ください。
●保険額の大小にかかわらず、“モヤモヤ”を
　ご相談ください。

＜生命保険会社＞アリコジャパン、アメリカンファミリー、ソニー生命、
日本生命、東京海上日動あんしん生命、損保ジャパンひまわり生命、
アイエヌジー生命、AIGエジソン生命、東京海上日動フィナンシャル生命、
あいおい生命、AIU保険会社、東京海上日動火災、損保ジャパン、
三井住友海上、ニッセイ同和損保、セコム損害保険、あいおい損保

上記以外でも、ご相談承ります。ご希望の日時を電話にてお申し込みください。

http://www.hokenclub.com
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株式会社　ライフ総合研究所
水戸市泉町3-1-28　第２中央ビル５階

月～金TEL029-222-2211
土・日　TEL029-240-2332

ご予約の
お電話は

8月の無料相談日
日 月 火 水 木 金 土

至梅香トンネル

保険倶楽部
県民文化センター

会田美術さん
ローソン

千波湖

水
戸
市
役
所

至水戸駅南口

●

●
●

●

★ P

N

水戸市千波町727-1　石川ビル１F

お答えします！！
が、その疑問に
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【
税
金
】
が
異
な
り
ま
す
。

　
死
亡
時
に
家
族
に
「
の
こ
す
」
形
で
あ

れ
ば
『
相
続
財
産
』
と
し
て
の
評
価
や
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
契
約
者
と
受

取
人
が
同
一
で
、
「
も
ど
る
」
こ
と
に
な

る
と
『
一
時
所
得
』
と
し
て
所
得
税
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
保
険
金
を
受
取
人
に
「
あ
げ
る
」

形
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
『
贈
与
税
』

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
保
険
に
加
入
さ
れ
た
時
の
目
的
が
明
確

で
あ
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
見
落
と

し
て
い
た
場
合
に
は
、
思
わ
ぬ
結
果
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
「
の
こ
す
」
目
的
な
の
に
「
も
ど
る
」

や
「
あ
げ
る
」
に
な
っ
て
い
た
り
、
「
も

ど
る
」
つ
も
り
が
「
あ
げ
る
」
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と…

   

★ 

加
入
時
の『
最
終
チ
ェ
ッ
ク
』
で
す…

 

　
比
較
的
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
が
「
も

ど
る
」
ケ
ー
ス
で
す
。

　
ご
主
人
の
保
険
が
団
体
扱
い
で
給
与
天

引
き
さ
れ
て
い
る
方
に
多
い
の
で
す
が
、

奥
様
の
死
亡
保
障
に
つ
い
て
も
給
与
天
引

き
と
す
る
た
め
に
「
契
約
者
」
を
ご
主
人

と
さ
れ
、
死
亡
時
の
「
受
取
人
」
も
ご
主

人
と
さ
れ
て
い
る
場
合
、『
保
険
金
』
を
受

け
取
る
場
合
に
は
、
ご
主
人
か
ら
見
て
、

払
っ
た
方
に
お
金
が
「
も
ど
る
」
形
に
な

る
た
め
、
『
一
時
所
得
』
と
な
り
ま
す
。

　
死
亡
保
障
が
高
額
の
場
合
に
は
、
思
わ

ぬ
税
金
の
通
知
と
、
翌
年
の
住
民
税
等
に

も
影
響
が
出
る
場
合
も
あ
り
ま
す…

　
た
だ
、
入
院
時
等
の
『
給
付
金
』
に
つ

い
て
は
【
非
課
税
】
で
す
。

　
保
障
内
容
も
重
要
で
す
が
、加
入
時
の
「
最

終
チ
ェ
ッ
ク
」も
見
落
と
せ
ま
せ
ん
ね
。

　
大
切
な
保
障
と
保
険
料
で
す
か
ら…
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